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－ 計画改訂の趣旨 － 
 

琵琶湖は我が国最大の湖で、その起源は 400万年前にまでさかのぼることのできる
世界でも数少ない古代湖の一つであり、その長い歴史の中で、50 種を超える固有種
を含む 1000種以上の動植物が生息する自然生態系の宝庫です。 
また、琵琶湖は、140万人を上回る県民のほとんどがその集水域で生活する今日に
おいても、なお一定の良好な状態が保たれている世界でも希有な湖です。それととも

に、近畿 1400万人の生活や産業活動を支える貴重な水資源、水産資源、観光資源と
して、また、人々に潤いや安らぎを与える心の支えとして幾多の恵みを与え続けてい

る国家的財産です。 
 
このような琵琶湖を守るため、昭和 52 年に石けんの使用推進運動が県民の自主的
な盛り上がりにより積極的に展開され、今日まで琵琶湖の保全に誇りを持った人々の

主体的な取り組みが続いていますが、琵琶湖集水域の土地利用や産業活動の変遷、ラ

イフスタイルの変化などにより、琵琶湖を取り巻く状況は依然として厳しく、持続的

な保全の取り組みが緊要の課題となっています。 
 
この問題に対応していくためには、琵琶湖の抱える多元的な課題に対し、長期的な

視野に立ち、琵琶湖集水域の適正な土地利用のもと、各種施策を総合的・計画的に推

進する必要があります。また、現在の琵琶湖に残されている自然環境を保ち、自然の

復元力の回復に向けて取り組むこととあわせて、私たち自身が琵琶湖や身近にある河

川・水路などの水環境・水辺環境を、いっそう賢明なかたちで利用し、暮らしを湖に

近づけ、湖への関心、理解を深めることが必要になると考えられます。 
 
平成 12年（2000年）３月に、国の関係省庁の共同実施による計画調査の成果を踏
まえて琵琶湖総合保全整備計画（マザーレイク２１計画）を策定し、琵琶湖を２１世

紀における湖沼水質保全のモデルとすべく、水質の保全、水源かん養、自然的環境・

景観保全等の幅広い取り組みを進めてきました。 
 
平成 22年（2010年）度の第１期計画期間の終了に当たり、琵琶湖総合保全学術委
員会でとりまとめられた第１期計画期間の評価と第２期以降の方向性および国で実

施された計画調査第１期期間の点検の結果等を踏まえ、琵琶湖のあるべき姿に向けた

達成方法と目標を見直し、計画の必要な改訂を行うものです。 
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第１章 基本理念とあるべき姿 

 

１．基本理念 
琵琶湖は、自然と人との共生の営みを通して長い年月を経て形づくられてきた生命

文化複合体ともいうべき多様な価値の集合体であり、世代を超えて共有すべき財産で

す。 
琵琶湖に関わる全ての人々は、環境負荷の少ない暮らし、保全を支える活力ある暮

らしを実現し、琵琶湖の恵沢を次世代に引き継ぐ責務を担っています。 
このため、人々の暮らしが環境面における新たな生活文化にまで高まるよう、琵琶

湖の特殊性、重要性、琵琶湖の現状と課題、保全の必要性等を踏まえ、琵琶湖に関わ

る人々の総意として、琵琶湖保全のための基本理念を次のとおり継承します。 
 

 
 
 
２．琵琶湖のあるべき姿 
 2050年頃の琵琶湖のあるべき姿を次のとおり継承します。 
 
 
 
 
 
 
取り組みに向けたイメージをあらゆる主体が共有できるように、琵琶湖と共生する

人々の姿、暮らしのありようを「2050 年の琵琶湖のあるべき姿」として次のように
考えます。 
このあるべき姿は、社会経済や環境の変化により、たとえ一時的に損なわれること

があったとしても、すみやかに立ち直ることが可能な生態系を、そしてその豊かさと

社会の活力を琵琶湖と私たちの社会が蓄えていることを強く認識し、将来へ向けてさ

らに蓄えていこうとの意思の表明です。 

＜基本理念＞ 
琵琶湖と人との共生（琵琶湖を健全な姿で次世代に承継します） 

＜あるべき姿＞ 
 活力ある営みのなかで、琵琶湖と人とが共生する姿 
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３．基本方針 
基本理念に基づき、総合保全のための取り組みの基本方針は次のとおりとします。 

 
■共感（人々と地域との幅広い共感） 
 琵琶湖に対する人々の関わりや考え方は多彩であり、新たな生活哲学に基づく

環境負荷の少ない生活の実践および地域間の相互理解や協力体制の充実を図る

ためには、人々や地域間での協調が不可欠です。 
このため、人々や地域の間での琵琶湖の現状や重要性、保全の必要性等につい

ての共通の理解と認識、すなわち人々と地域との幅広い共感を得ることとします。 
 

2050年の琵琶湖のあるべき姿 
【活力ある営みのなかで、琵琶湖と人とが共生する姿】 
・琵琶湖の水は、あたかも手ですくって飲めるように清らかに、満々として 
・春には、固有種のホンモロコやニゴロブナ等がヤナギの根っこ、ヨシ原、増水し

た内湖や水路等で産卵し、周囲の山並みは淡緑、淡黄等のやわらかな若葉と、常

緑の樹々との鮮やかな彩りをみせ 
・夏には、緑深い山から吹く風が爽やかに湖面をわたり、湖辺の公園では、水遊び

する人びとの姿が見られ、足もとにはさらさらした砂地と固有種セタシジミの感

触 
・秋には、固有種のビワマスが体を赤く染めて河川や水路を山里深く遡上して、豊

かな森の土に育まれた水量豊富な渓流で産卵し 
・冬には、えり漁を背景にカモが群れ遊び、湖辺では荒田起こしの作業の側で、サ

ギが餌をついばむ 
・目を転じれば、街中には四季を通じて小川が清らかに流れ、夏にはホタルが舞い、

遠くから祭の囃子が聞こえ 
・近所の水辺には遊んでいる子どもたちの笑い声が響き、子どもたちを温かく見守

っている大人たちの姿がいつもあり 
・光と風、木々や花々に季節の移ろいを感じながら、家にあっては、県内産の木の

香りと温もりに包まれ、湖や地元でとれた旬の幸を家族や友人とともに味わい  
・どの生業（なりわい）も地域に深く根を下ろし、働くことへの悦びに人びとの顔

が輝き 
・語り合い、ともに支えあい、湖への感謝の心と気づかいをつねに忘れることなく、

琵琶湖を中心とする自然の大きな環のなかに、人びとの暮らしがある 
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■共存（保全と活力ある暮らしの共存） 
 琵琶湖を健全な姿で次世代に継承するためには、琵琶湖への負荷を最小限にと

どめながら、琵琶湖の恵みを享受するとともに、保全を支える活力ある暮らしを

実現する必要があります。 
 このため、琵琶湖の豊かな恵みの賢明な利用を基本として、琵琶湖の保全と活

力ある暮らしの共存を図ることとします。 
 
■共有（後代の人々との琵琶湖の共有） 
 琵琶湖は、現在を生きる私たちが後代の人々から預かっている共有財産です。

現在を生きる私たちは、過去から豊かな琵琶湖を受け継いできたように、未来へ

豊かな琵琶湖を引き継ぐ責務を有しています。 
 このため、過去から現在、そして未来へという大きな時間の流れのなかで現在

を生きる私たちは、後代の人々と琵琶湖を大切な宝物として共有します。 
 
 
４．全県をあげた取り組み－協働－ 
琵琶湖と人との共生を図り、琵琶湖を健全な姿で次世代に継承するためには、県

民、事業者等の日常生活や産業活動における環境負荷の少ない生活や産業活動の実

践はもとより、各市町や河川流域等の地域の実情に応じ、各主体が協働して取り組

むことが求められます。 
  このため、県民、事業者等の主体的な取り組みを基本に、各主体が積極的に協働

して取り組みます。 
  なお、これら県民、事業者等の取り組みを支援するため、県はもとより地域によ

り密着した市町の役割は重要であり、県と市町は連携を図り取り組みます。 
  さらに、琵琶湖の水質や生態系等は琵琶湖全体にわたって一律ではなく、水域等

によって異なる状況を呈しています。また、私たちの生活のありようが琵琶湖へ与

える影響も一律ではなく、負荷等の状況も地理的特性を有しています。 
  このため、琵琶湖に流入する河川流域ごとの地域の特性等を考慮しつつ、森林か

ら里、そして湖へと繋がる、琵琶湖とその集水域全体の総合的な保全に向けて、県

民、事業者、市町、県等の各主体が一体となって取り組みます。 
 
 
５．琵琶湖保全の規範 
  総合保全を進めるにあたっては、琵琶湖の保全と人々の暮らしとの共存関係を保

ちつつ、持続可能な発展を図るため、これまでの琵琶湖と人との関わりの歴史や地

域の優れた伝統を尊重することが必要です。 
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  それとともに、琵琶湖の現状や重要性、保全の必要性等についての広範な共通の

理解と認識、すなわち琵琶湖保全に関する幅広い共感に支えられた、主体的な取り

組みが不可欠です。 
  この取り組みは、琵琶湖と人との共生のための新たな挑戦であり、まさに、自然

と人類との共存を図るという、いわば「世代を超える壮大な実験」と言えます。そ

して、それは、地域に根ざした着実な取り組みのなかから得られる試行錯誤も含め

た実験の成果を国内はもとより世界の湖沼保全のモデルとしても発信し得るスケ

ールの大きな挑戦でもあります。 
  このため、県内はもとより県外から訪れる人々も含めた琵琶湖に関わる全ての

人々の総意において、琵琶湖保全に関する共通の規範を共有し、この壮大な実験に

積極的に取り組みます。その結果として、琵琶湖保全に向けた私たちの生活様式の

質が高まり、明るい未来の活力ある暮らしの実現に貢献することをめざします。 

 

琵琶湖保全の規範 
 一、琵琶湖の価値 
  琵琶湖は、優れた景観と豊かな自然生態系を誇る世界でも有数の古代湖であり、長い

年月を経て人々の暮らしの営みを通して、水資源としてのみならず、固有の文化をも育

んできました。このような多様な価値の複合体ともいえる琵琶湖は、世代を超えて共有

すべき財産です。 
 二、主体的な参画 
  私たちは、環境負荷の少ない暮らし、保全を支える活力ある暮らしを実現し、琵琶湖

の恵沢を次世代に継承する責務を担っています。 
  そのため、琵琶湖と人との共生をめざし、自然と人類の共存を図るという、いわば「世

代を超える壮大な実験」の取り組みに主体的に参画します。 
 三、参画の心得 
  参画に当たっては、「自然のみが自然を創り得る」という自然界の摂理に沿って、次

のとおり心得ます。 
 ○私たちは、琵琶湖の多様性、固有性、地域ごとの優れた伝統を尊重します。 
 ○私たちは、琵琶湖へ与える影響に絶えず留意します。 
 ○私たちは、琵琶湖自身が有する復元力への支援に努めます。 
 ○私たちは、琵琶湖の恵みを感謝して享受します。 
 ○私たちは、県民、事業者、行政等の協働により取り組みます。 
四、世界の湖沼への貢献 

  取り組みの中から得られる成果を、国内はもとより世界の湖沼保全のモデルとして発

信するなど、同様な課題を有する他の湖沼の保全にも積極的に貢献します。 
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第２章 第１期計画期間の評価 
 
第１期計画期間（１９９９年度～２０１０年度）の評価は次のとおりです。 

   
１．分野別課題 
  (1) 水質保全 

これまで実施してきた水質汚濁対策によって、琵琶湖の水質は、「昭和 40年代
前半レベルの流入負荷」という第 1期目標の達成に近づいてきており、琵琶湖の
透明度や全窒素・全リン濃度も改善傾向にあります。しかし、化学的酸素消費量

（COD ）や全窒素・全リンの環境基準は北湖の全リンを除き未達成です。 
また、「難分解性有機物の増加」「湖の栄養塩バランスの変化」「降水・降塵の

琵琶湖環境への影響」「新たな有害化学物質の登場」「深水層の溶存酸素濃度低下」

「気候変動が湖におよぼす影響」などの新たな問題が顕在化しています。 
(2) 水源かん養 
宅地・道路の開発が進んでおり、「降水が浸透する森林・農地等の確保」とい

う第１期目標は達成されておらず、水源かん養に寄与する土地の確保、森林の維

持管理、効率的な水利用を図るための施策を進めることが必要です。 
また、「野生鳥獣や病害虫などによる森林被害」「伐採林齢を迎えた人工林の活

用」などの新たな問題が顕在化しています。 
(3) 自然的環境・景観保全 
「生物生息空間をつなぎネットワーク化するための拠点の確保」という第１期目

標は、琵琶湖とその周辺の生態系全体から見るとほとんど達成されていません。

このため内湖、水陸移行帯の回復の取り組みの強力な推進が必要です。 
また、「南湖における水草の異常繁茂」「湖底環境の変化」「カワウの増加」「植

物プランクトンの変化」「水位操作による在来生物への影響」「総合的な土砂管理」

などの新たな問題が顕在化しています。 
 

２．総合的な課題 
「河川流域単位の取り組み」は重要な施策の一つであり、これまで県・市町、

市民団体等がさまざまな施策や活動を行い、住民の主体的な取り組みを進めるた

めに一定の役割を果たしましたが、組織化や行政の支援方法の課題もあり、全て

が当初の考えどおりの役割を果たしたとは言えず、持続的な改善が必要です。 
また、生態系保全や地球温暖化に伴う治水や利水の観点から、琵琶湖・淀川水

系全体における琵琶湖の総合保全の必要性がますます大きくなっています。 
さらに、「地球温暖化」が大きく注目され、「持続可能社会」「生物多様性」「生

態系サービス」「順応的管理」などの環境保全に不可欠な新たな概念が社会的に
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認知されてきており、これらを無視して環境問題を考えることはできなくなって

います。 
これまでの取り組みには、琵琶湖を含めた流域を一つの系とし、水質や自然的

環境・景観、水源かん養機能を一体として保全する視点、琵琶湖の「生態系サー

ビス」全体に関する配慮が不足していたと考えられます。 
琵琶湖の再生を目指すためには、人々のライフスタイルを大きく転換するとと

もに、政策評価による事業の優先順位付け、分野や部局を超えた取り組みの実施、

琵琶湖の良い面について積極的な印象の情報発信を行うことなどが必要です。 
 

 

第３章 新たな取り組みの方向性 

 
第 1期計画期間の評価を踏まえ、あるべき姿に向けた第２期期間の新たな取り組み
の方向性として「琵琶湖流域生態系の保全・再生」と「暮らしと湖の関わりの再生」

の二つを置くこととします。 
「琵琶湖流域生態系の保全・再生」は、琵琶湖とその集水域全体を一つの系として

とらえ、それらがもたらす「恵み」が安定的かつ持続的に供給されるよう、系全体を

一体として保全することが重要であることから、「水質保全」「水源かん養」「自然的

環境・景観保全」について、一体的に取り組むものです。 
湖とその集水域を一つの系として捉えることにより、施策相互の連携を図り、効果

的・効率的な施策を展開していきます。 
また、「暮らしと湖の関わりの再生」は、琵琶湖の生態系の保全・再生のためには、

人々の暮らしのありようの見直し、すなわちライフスタイルの変革が不可欠であり、

暮らしを湖に近づけ、湖への関心、理解を深めることが必要になると考えられること

から、今回の改訂で新たに位置づけるものです。 
 第 2期計画期間においては、琵琶湖の総合保全が「県民・事業者の主体的な取り組
み」と「行政施策」との両輪によって推進されることが重要であり、県民や各種団体・

企業などの主体が、自発的・意欲的に活動できる仕組みの構築が求められます。 
 
１．琵琶湖流域生態系の保全・再生 
「水質保全」「水源かん養」「自然的環境・景観保全」の取り組みを琵琶湖とその集

水域で一体的に進めるとともに、計画目標を具体的に示すため、琵琶湖流域を、「湖

内」「湖辺域」「集水域」の三つの場に分け、それらをつなぐ「つながり」とともに、

第２期計画の目標とそれを達成するための施策・事業および進捗の度合いを測る指

標を設定し取り組むこととします。 
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２．暮らしと湖の関わりの再生 
暮らしと湖の関わりを、「個人・家庭」「生業（なりわい）」「地域」の三段階に分

け、それらをつなぐ「つながり」とともに、第２期計画の目標とそれを達成するた

めの施策・事業および進捗の度合いを測る指標を設定し取り組むこととします。 
 

 

県民・事業者の
主体的取り組み行政の施策

琵琶湖流域の総合保全

つながり
地域を越えた活動のための仕組み
づくりと、普段の生活の中での湖との
関わりの定着

個人・家庭
身近な水環境と親しみ、
自らのライフスタイルを
見直していく人の増加

生業（なりわい）
琵琶湖流域保全と調和し
た生業の活性化と、企業に
よる地域の環境や文化の
保全・再生活動の活発化

地域
地域固有の環境、文化や
歴史の再評価と、それらを
保全する活動や取り組み
の活発化

湖内
良好な水質と栄養塩
バランスの回復と、在来
生物群集の再生

湖辺域
絶滅に瀕する在来種の
種数と外来種の減少、
在来魚介種の漁獲量の
増加、湖岸景観の回復

集水域
適切に管理された森林や
生物多様性に配慮した

農地の増加と、在来生物
の回復

つながり
湖内・湖辺域・集水域を行き来する
在来生物の増加

暮らしと湖の関わりの再生 琵琶湖流域生態系の保全・再生

行政と県民・事業者
の連携

暮らしと湖の関わりと
琵琶湖流域生態系の

つながり

 

 

 

第４章 計画の目標等 

 
１．計画対象区域 
    本計画は、滋賀県域を対象とします。 
   なお、本計画は、琵琶湖保全の指針としての滋賀県計画であることから、本県

の行政区域である滋賀県域を対象とするものですが、生物の生態回廊としての役

割や、「飲水思源」の心をはぐくむ観点から、琵琶湖・淀川水系全体における琵

琶湖の総合保全の必要性がますます大きくなっており、琵琶湖集水域はもちろん
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のこと、下流淀川の保全をも視野に入れて策定します。 
 
２．計画期間 
   計画の期間は、平成 11（1999）年度から平成 32（2020）年度までの 22年間
とし、そのうちの前半 12年間（1999～2010年）を第１期、後半 10年間（2011
～2020年）を第２期とします。 

 
３．計画目標 

2050年頃の琵琶湖のあるべき姿を念頭に、2020年の琵琶湖を次世代に継承す
る姿として設定し、第１期の評価を踏まえ第２期において次のようにそれぞれ計

画目標を設定します。 
計画の推進にあたっては、長期にわたることから、現時点では予測できない変

化が生じることも想定し、施策についての適切な効果の把握と評価、新たな技術

の導入等を行い、それらを計画と実施に反映させるなど、柔軟な計画とします。 
 

「マザーレイク２１計画」改訂版の 2020 年の計画目標 

【琵琶湖流域生態系の保全・再生】 

■＜湖内＞良好な水質と栄養塩バランスの回復と、在来生物群集の再生 

良好な水質および栄養塩バランスが回復・維持され、かつ健全な在来生物群集が再生す

る兆しが見られる。 

■＜湖辺域＞絶滅に瀕する在来種の種数と外来種の減少、在来魚介種の漁獲量の増加、湖岸

景観の回復 

在来生物種の生息・繁殖に適した環境が質量ともに増加に転じ、それに伴い、湖岸景観

が回復し、固有種を含む在来魚介類の漁獲が増える。絶滅に瀕する在来種の数が減少に転

じ、外来種が減少する。南湖の水草が適切に管理されている。 

■＜集水域＞適切に管理された森林や生物多様性に配慮した農地の増加と、在来生物の回復

山地では適切に管理された森林が、平野部では生物多様性に配慮した農地が増加し、身

近な水路では在来のメダカ・タナゴ類・カワニナ類・ホタル類などがよく目につくように

なる。 

■＜つながりへの配慮＞湖内・湖辺域・集水域を行き来する在来生物の増加 

湖内・湖辺域・集水域の間を行き来する在来生物種の数や密度がともに増え、それが広

く下流の淀川流域にも良い影響を与えている。 

【暮らしと湖の関わりの再生】 

■＜個人・家庭＞身近な水環境と親しみ、自らのライフスタイルを見直していく人の増加 

身近な水環境と親しむ中で琵琶湖に対して敏感な感覚をもち、琵琶湖のために自らのラ

イフスタイルを見直していく人が増える。 
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■＜生業（なりわい）＞琵琶湖流域保全と調和した生業の活性化と、企業による地域の環境

や文化の保全・再生活動の活発化 

農林水産業をはじめとするさまざまな生業が、琵琶湖流域の保全と調和するかたちで活

性化するとともに、企業による地域の環境や文化を保全・再生する活動が活発になってい

る。 

■＜地域＞地域固有の環境、文化や歴史の再評価と、それらを保全する活動や取り組みの活

発化 

地域固有の環境や、それらとともにある文化や歴史が地域の人びとから再評価され、そ

れらを保全していくための活動や取り組みが活発になっている。 

■＜つながりへの配慮＞地域を越えた活動のための仕組みづくりと、普段の生活の中での湖

との関わりの定着 

地域を越えて琵琶湖流域全体のことをも念頭において活動できるネットワークや協働す

る仕組みが、自発的に形成されているとともに、学習・体験・観光のような機会だけでな

く、普段の生活・仕事・地域活動の中でも、琵琶湖との関わりが定着しつつある。 

 

 

第　１　期 第　２　期

　　　　　　　　＜つながりへの配慮＞
地域を越えた活動のための仕組みづくりと、
普段の生活の中での湖との関わりの定着

＜つながりへの配慮＞
湖内・湖辺域・集水域を行き来する在来生物の増加

■琵琶湖流域生態系の保全・再生 ■暮らしと湖の関わりの再生

　　＜湖内＞

良好な水質
と栄養塩バラ
ンスの回復

在来生物群
集の再生

　＜湖辺域＞

絶滅に瀕する
在来種の種
数と外来種の
減少、在来魚
介類の漁獲
量の増加、湖
岸景観の回
復

　＜集水域＞

適切に管理
された森林や
生物多様性
に配慮した農
地の増加と
在来生物の
回復

■水質保全
昭和４０年代前半レベル
の流入負荷

■水源かん養
降水が浸透する森林、農
地等の確保

■自然的環境・景観保全
生物生息空間（ビオトープ）
をつなぎネットワーク化するた
めの拠点の確保

第１期目標

第２期目標 あるべき姿

＜個人･家庭＞

身近な水環
境と親しみ、
自らのライフス
タイルを見直
していく人の
増加

　＜生業＞
　（なりわい）

琵琶湖流
域保全と調
和した生業
の活性化
と、企業に
よる地域の
環境や文
化の保全・
再生活動
の活発化

  ＜地域＞

地域固有の
環境、文化
や歴史の再
評価と、それ
らを保全す
る活動や取
り組みの活
発化

■活力ある営みの中で
琵琶湖と人とが共生す
る姿

　　将来・長期

２０１０年度 ２０２０年度 ２０５０年度１９９９年度

 
段階的計画目標 
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４．他の計画との調和 
計画の推進に当たっては、全国総合開発計画、近畿圏整備計画その他の国が策

定する計画および、滋賀県基本構想、滋賀県環境総合計画、湖沼水質保全計画、

持続可能な滋賀社会ビジョンその他の県が策定する計画等との調和を保ちます。 
特に滋賀県環境総合計画では、平成 42年（2030年）に「持続可能な滋賀社会」
を目指すべき将来の姿と位置づけ、その実現を図るための長期的な目標として、

「低炭素社会の実現」とともに「琵琶湖環境の再生」が定められるとともに、さ

らにマザーレイク 21 計画の改訂の検討において、目標を具体化していくことと
されています。 

 
５．目標・指標・施策（事業）による計画の進行管理 
第２期計画期間の目標を達成するためには、目標を数値化した指標を設定して、

関連する事業の進捗状況を適切に管理することにより、計画をバランス良く、着

実に進めていく必要があります。 
計画の管理に向けた目標・指標・施策(事業)の相互の関係について、基本的な

考え方は次のとおりです。 
 
■ 基本的な考え方  
従来は、計画の進捗状況を、計画に位置づけられた個々の施策の進捗状況(アウ
トプット)で把握し、評価していましたが、計画の趣旨から考えれば、それらの施
策を実施した結果として表れる環境の状態(アウトカム)が改善されたかどうかを評
価すべきと考えられます。 
第 2 期計画期間においては、「琵琶湖流域生態系の保全・再生」と「暮らしと湖
の関わりの再生」の視点から、それぞれ、３つの場とつながりへの配慮について目

標を定めたところですが、それらの「目標」の達成状況を定量的に把握するため、

「指標(アウトカム指標)」を設定します。 
さらに、目標に関連し、指標に影響を与える「施策(事業)」を計画に位置づけ、
「目標」の達成の度合いを「指標」の値と「施策(事業)」の進捗状況により、複層
的に捉え、管理することとします。 
このように、目標の達成に向けて、「指標」と「施策（事業）」を複層的に捉える

ことによって、これまで見えにくかった個々の施策・事業相互の関係や、施策が指

標の数値の改善に繋がり、第 2期計画期間の目標の達成にどのように貢献している
かが明らかになります。また、後述する順応的な進行管理の仕組みと組み合わせる

ことによって、新たに取り組むべき施策の方向性なども見えてくるものと考えられ

ます。 
 



 - 14 -

第５章 施策の展開 

 

第１期計画期間においては、人口増加や活発な産業活動の展開が予想され、宅地、

道路等への土地利用転換の圧力は高い水準で推移するものと考えられたことから、県

土の適正な利用が基本となるとの認識のもとに、「水質保全」、「水源かん養」、「自然

的環境・景観保全」に配慮した土地利用を図るとともに、それらの施策の推進に必要

な分野において、基本的方向を定め、対策を進めてきました。 
第２期以降においても、県土の適正な土地利用を基本とし、琵琶湖とその集水域全

体をひとつの系（システム）として捉えて、システム全体として保全していくことを

目指し、琵琶湖流域を、「湖内」「湖辺域」「集水域」の三つの場に分け、それらを繋

ぐ「つながり」への配慮とともにそれぞれ目標を定めて施策を展開します。 
 また、暮らしと湖の関わりの再生についても、「個人・家庭」「生業（なりわい）」「地

域」の三段階に分け、それらをつなぐ「つながり」への配慮とともに、それぞれ目標

を定めて施策を展開します。 
 
１．琵琶湖流域生態系の保全・再生 
 (1) 水質保全 
  ①湖内 
   ○調査・研究および水質保全対策 
  ②湖辺域 
   ○調査・研究および水質保全対策 

○水陸移行帯の保全･再生 
○水辺の保全的活用の促進 
○湖底環境の改善 
○レジャー利用による環境負荷の軽減 

  ③集水域 
   ○調査・研究および水質保全対策 

○森林の保全・再生 
○中山間部や平野部における環境の保全･再生 

(2) 水源かん養 
  ③集水域 

○森林の保全・再生 
○中山間部や平野部における環境の保全･再生 

 (3) 自然的環境・景観保全 
  ①湖内 
  ②湖辺域 
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○水陸移行帯の保全･再生 
○水辺景観の保全・再生 
○水辺の保全的活用の促進 
○浜欠け対策 
○水草の異常繁茂への対策 
○湖底環境の改善 
○レジャー利用による環境負荷の軽減 
○外来生物の防除・駆除 
○在来生物の保全（増殖・栽培と野生復帰・放流） 
○水位操作による生態系への影響の軽減 

  ③集水域 
○在来生物の保全（増殖・栽培と野生復帰・放流） 
○森林の保全・再生 
○中山間部や平野部における環境の保全･再生 

  (4) つながりへの配慮 
○河川を中心とした生態回廊の再生 
○水陸移行帯（生きものの生息・繁殖環境）の保全・再生 
○科学的情報の共有 
○河川を通じて琵琶湖へ供給される土砂の管理  

 
２．暮らしと湖の関わりの再生 

(1) 個人・家庭での取り組み 
○水を大切に使い、汚さない暮らしを進める施策の実施 
○自然とふれあう時間を増やせる社会の仕組みづくり 
○地産地消や環境負荷の小さい購入（グリーン購入）を進める施策の実 施 
○マナー向上のための施策の推進 
○家庭からの排水と湖の関わりに関する調査・研究 

(2) 生業（なりわい）での取り組み 
○農林水産業の活性化と、それが琵琶湖流域の保全につながる施策の検討と実

施 
○地域の環境や文化を保全・再生する企業活動を支援する仕組みの構築 

(3) 地域での取り組み 
○地域での PDCAサイクルによる順応的管理 
○地域間の対話・交流の活発化 
○住民による自然と関連する地域の暮らしの価値認識とその意義の再発   

見 
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○先進事例に関する情報の整理と提供 
○地域の保全活動を支援できる仕組みの構築 

(4) つながりへの配慮 
○個人･企業・地域などの主体的な取り組みや、そのネットワーク形成を支援

する仕組みの構築（水を媒介とする人と人のつながり、社会的なつながり） 
○水辺が人々の暮らしに近くなるための、社会基盤や社会そのものの検討（水

と人のつながり） 
○環境学習・体験・観光などの事業の充実（つながりを生み出すための多様な

学びの場の確保） 
○行事や催し物などに関する情報提供の充実（つながりを生み出すための情報

基盤） 
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第６章 重点プロジェクト 

 
第５章に位置づけた施策のうち、目標の達成に大きく寄与すると考えられる次の事

業については、重点的に、集中して取り組みます。 
 取り組みに当たっては、これらの施策を、いくつかの重点プロジェクトに再編する

こととし、それらのプロジェクトごとに順応的な進行管理の下で、計画的に進め、目

標の達成を目指します。 
 
１．琵琶湖流域生態系の保全・再生 
【湖内】 
①湖辺域・集水域における水質保全対策 
  ・水質汚濁メカニズムを解明し、良好な水質および栄養塩バランスの回復を図り

ます 
②水草異常繁茂対策 
  ・水草の表層刈り取り、根こそぎ除去等により、航行障害、悪臭等の弊害を除去

し、琵琶湖の生態系の回復に努めます。 
③有害生物の駆除・防除 
・外来魚、外来植物、カワウなどの駆除・防除を行い、在来種・固有種を保護し

ます。 
④生態系に配慮した琵琶湖水位管理運用 
  ・冬期水位の上昇抑制、夏期の水位低下抑制および産卵期の急激な水位低下の緩

和により、琵琶湖の生態系に配慮します。 
【湖辺域】 
 ①ヨシ帯の保全再生 
  ・養浜、突堤などによる既存ヨシの維持・拡張し、失われたヨシ帯を再生します。 
 ②魚介類の生息環境、湖底環境の再生 
  ・南湖湖底環境改善事業を推進します。 
 ③内湖の保全・再生 
  ・既存内湖を保全・再生し、失われた内湖を復元します。 
 ④魚道の設置、多自然川づくり 
 ・河川、排水路、田んぼへの魚道設置により産卵繁殖の場を確保します。 
【集水域】 
 ①水源かん養、森林の持つ多面的機能を発揮させる森林管理 
  ・造林、治山事業による除間伐を実施し、砂防事業を推進します。 
 ②環境こだわり農業の推進 
  ・化学合成農薬と化学肥料の使用量を削減し、水環境の保全に寄与します。 
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【つながりへの配慮】 
 ①河川を中心とした生態回廊の再生 
  ・河川が有する生態回廊としての機能を回復し、生物の生息・生育・繁殖環境を

保全・創出します。 
 ②水陸移行帯の保全・再生 
  ・水陸移行帯の中でも重要な役割を持つ内湖について、その再生のあり方と方法

について検討します。 
 
２．暮らしと湖の関わりの再生 
【個人・家庭】 
 ①自然とふれあう時間を増やせる社会の仕組みづくり 
・ワークライフバランスなどの取り組みを通じて、環境保全や水辺空間での遊び

などの活動に参加が可能となる仕組みを、行政・地域・企業で確立し、また、農

村地域での就農やそこへの移住に対する取り組みを推進します。 
 ②地産地消や環境負荷の小さい購入（グリーン購入）の推進 
  ・県内産の米や野菜、琵琶湖産の魚介類が食卓にならび、また、できるだけ琵琶

湖や地球環境に配慮した環境負荷の小さい購入を奨励する施策を実施します。 
【生業（なりわい）】 
 ①琵琶湖流域の保全と両立する農林水産業の活性化 
  ・農林水産業が産業として成り立ち、次世代に引き継がれていくための施策や農

林水産業の活性化と琵琶湖流域の保全が同時に図れる施策を実施します。 
 ②地域の環境や文化を保全・再生する企業への支援 
  ・地域の環境や文化の保全・再生に取り組み、または関心を持っている企業に対

し、その活動を生物環境支援・助言者（アドバイザー）制度により支援し、企業

の取り組みを積極的に評価するための表彰制度を設けます。 
【地域】 
 ①地域間の対話・交流の推進 
  ・地域社会で取り組む諸団体等が参画する「県民フォーラム」を設立し、琵琶湖

流域の総合保全のための社会的なネットワークや協働の仕組みを構築します。 
 ②琵琶湖の価値再発見・滋賀ブランド創造プロジェクト 
  ・県民・企業団体等の多様な主体との協働により、琵琶湖の価値を再発見し、滋

賀・びわこブランドを県内外に効果的に発信します。 
  
【つながりへの配慮】 
 ①県内外の住民が琵琶湖の保全に参画できるしくみづくり 
  ・琵琶湖・淀川流域などで広く国民が琵琶湖を愛し、琵琶湖の保全に参画できる
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しくみをつくります。 
 ②エコツーリズムの推進 
  ・琵琶湖環境を対象としたエコツーリズムを通じて、流域の水のふるさとである

琵琶湖への感謝の気持ちと「飲水思源」※の意識を高めます。 
 
※「その実を落とす者はその樹を思い、 その流れに飲む者はその源を思う」という、
北周の詩人・癒信の「徴調曲」という詞に基づく故事成語。飲み水の源を忘れないよ

うにすること。 
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第７章 指標 

 
目標の表す環境の状態を、定量的に分かりやすく示すために、指標を設定します。 
指標の数値は、第 5章および第 6章で位置づけた施策(事業)のほか、流域における
あらゆる人間活動、自然現象の結果が反映されたものと言えます。 
 第３章で述べたように、個々の施策・事業の結果が、指標の改善に反映され、バラ

ンス良く、着実に計画目標の達成に向かうよう、「指標」と「施策(事業)」の関係に留
意した複層的な進行管理を行います。 
 

１．琵琶湖流域生態系の保全・再生

湖内 湖辺域 集水域 つながりへの配慮

目標

良好な水質と栄養塩
バランスの回復

絶滅に瀕する在来種の
種数と外来種の減少、
在来魚介類の漁獲量
の増加、湖岸景観の回
復

適切に管理された森林
や生物多様性に配慮
した農地の増加と在来
生物の回復

湖内・湖辺域・集水域
を行き来する在来生物
の増加

施策(事業)

２．暮らしと湖の関わりの再生

個人・家庭 生業（なりわい） 地域 つながりへの配慮

第１層指標
(目標)

身近な水環境と親し
み、自らのライフスタイ
ルを見直していく人の
増加

琵琶湖流域保全と調
和した生業の活性化
と、企業による地域の環
境や文化の保全・再生
活動の活発化

適切に管理された森林
や生物多様性に配慮
した農地の増加と在来
生物の回復

地域固有の環境、文
化や歴史の再評価と、
それらを保全する活動
や取り組みの活発化

第３層指標
(アウトプット的指

標)

琵琶湖流域生態系の保全・再生(大目標)

暮らしと湖の関わりの再生(大目標)

　表　マザーレイク２１計画における目標・指標・施策(事業)の関係

第２層指標
(アウトカム的指標)

指標 目標の状態を表すアウトカム指標を複数設定する

計画に位置づけられた施策(事業)を掲載する
それぞれの施策(事業)は、直接、間接に指標に関係しているはずである。

個々の事業の目標事業量等は事業の進捗管理のためのアウトプット指標とも言える。

目標の状態を表すアウトカム指標を複数設定する

計画に位置づけられた施策(事業)を掲載する
それぞれの施策(事業)は、直接、間接に指標に関係しているはずである。

個々の事業の目標事業量等は事業の進捗管理のためのアウトプット指標とも言える。
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第８章 計画の実効性の確保 

 
総合保全の取り組みは、多分野にわたるとともに、琵琶湖の生態系や水質汚濁メカ

ニズムについてはまだ未解明の部分があることや、本計画は長期計画であり、計画期

間中に住民の保全に対する考え方や価値観が変化する可能性があるなど、多くの変動

要因を抱えています。 
このため、県民、事業者、行政等の各主体が、共有する課題の解決に向けて、パー

トナーシップによるそれぞれの役割分担に基づき、計画の実効性を確保することが基

本となります。 
そのうえで、今回の改訂で示された琵琶湖とその集水域を一体として捉える視点を

踏まえて、取り組みの各分野間の調整、連携を図りながら、さらなるデータの蓄積、

環境保全のための新たな技術開発、水質汚濁メカニズムの解明や生態系に関する新た

な知見を得る必要があります。 
また、県民の保全に対する考え方、生命財産の保護と保全に関する県民等の合意形

成や NPO活動の展開等の社会の動向、さらには新たな現象への対応、施策の進捗、
財政等の状況を把握することも必要です。 
そして、それらを随時適切に計画に反映させる柔軟な計画の運営、順応的管理の視

点のもと、持続的な改善に努め、計画の効果を高めつつ、継続的に推進します。 
 

 
１．協働の視点に基づく参画・実践・交流 
総合保全の取り組みは、琵琶湖に流れ込む河川流域等の地域や、琵琶湖、淀川

を通じて水利用等により密接に結びついている流域圏、さらには国家的財産とし

ての国レベルでの取り組みが必要です。 
   また、多様な主体が互いを知り、互いを理解し、尊重して、それぞれの意見や

情報を交換することが必要です。 
   このため、多様な主体が参画可能な機会の提供や実践のための活動を支援する

仕組みを充実するとともに、各主体間の交流を促進し、幅広い範囲で情報を共有

するための機会の提供や仕組みの充実が必要となります。 
   そこで、情報共有の仕組みと意思決定への県民の参加プロセスの一つとして、

「県民フォーラム」と「学術フォーラム」からなる「マザーレイク２１フォーラ

ム」を設置し、県民の参加を呼び掛けます。 
   「県民フォーラム」は、現在の流域ネットワーク委員会を発展的に改組するも

ので、琵琶湖のために県内各地域で活動している個人・団体はもとより、農林水

産業従事者・企業代表・専門家・下流府県民などの多様な主体が交流・情報交換

を行うとともに、行政からは、琵琶湖の現状や、計画の進捗状況についての情報
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提供を行い、互いの立場を理解し合い、意見交換を行う場となるものです。 
   県民フォーラムの運営については、県民と行政とが協働し、試行錯誤的に模索

していくこととします。 
   「学術フォーラム」は、現在の「琵琶湖総合保全学術委員会」を改組するもの

で、琵琶湖と流域の状況を指標などを用いて整理・解析し、目標の達成状況を評

価するとともに、その結果を県民フォーラムに提示し、また、県民フォーラムで

出された意見や提案を学術的見地から検討して、施策や事業の改善を提案してい

くものです。 
 
 
 ２．順応的な計画の進行管理 
   とくに行政が個々の事業を実施するにあたっては、従来の事業以上に、県民を

はじめとした幅広い関係者間の合意形成に努め、事業の結果や影響に関する評価

を実施し、その結果に応じて順応的に対応していくことが求められています。そ

こで、第 2期計画全体の施策の実施方法は、「順応的管理」を基本とします。 
   「順応的管理」では、常に事業や研究等の進捗状況や琵琶湖の状態を把握し、

その状況に応じて、事業等の内容だけでなく、目標や指標そのものについても、

必要に応じて修正を加えていくことが必要となります。 
また、試行錯誤のうえ行う評価については、科学的な裏付けとともに県民を含

む社会全体の意思の反映が重要です。 
そこで、第 2期計画においては、計画全体のＰＤＣＡサイクルの一つとして「マ
ザーレイク 21 フォーラム」を位置づけ、それを通じて県民とともに順応的な進
行管理を行っていきます。 
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 ３．流域での取り組みの持続的改善 
   基本理念を堅持しつつ、地域に住む人々の自発的・主体的取り組みを計画の中

心に据えて、組織の形態や運営の方法と、それらに対する行政支援のあり方を模

索しながら進めていくこととします。 
   ○各流域での取り組みの方向性 
     各流域での取り組みの積み上げによって琵琶湖を守ろうとする基本理念

は引き続き継続していく必要があります。しかし、単に各流域だけを念頭に

活動に取り組むのではなく、各流域での活動が琵琶湖流域全体の総合保全に

どのような役割をはたしているのか、常に琵琶湖流域全体を想い活動に取り

組む姿勢が重要です。 
   ○各流域での取り組みの進め方 
     各流域での県民による取り組みについても、順応的管理のもと持続的に改

善されることが重要になります。そこで、各流域での取り組みが琵琶湖流域

全体でどのような意義や役割をもつのかを明らかにし、それぞれの活動の課

題や解決策を県民自らが見出し、あらたな活動の始まりや展開につなげてい

く持続的な改善が行われることを目指して、「マザーレイク 21フォーラム」
への県民の参加を促進します。 

   ○各流域での取り組みへの支援 
     住民が目的意識を持ち、自発的に流域単位で横断的なネットワーク組織を

立ち上げ、主体的に運営し、行政がその活動を下支えする関係の構築に努め

ます。 
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 ４．調査・研究 
   総合保全の取り組みを進める上では、行政と試験研究機関が政策的な課題を共

有し、連携して調査・研究を行い、その成果を課題の解決に繋げていく必要があ

ります。 
また、琵琶湖の生態系や水質汚濁のメカニズムは未解明の部分があることから、

継続的に琵琶湖の状況や環境変化の予兆を把握し、その成果を総合保全の取り組

みにおける予見的な対策に反映させたり、取り組みの継続的な改善に活かす必要

があります。 
   このため、琵琶湖が抱える多元的な課題を解決するための基礎的かつ応用的、

専門的かつ学際的な調査・研究を進め、琵琶湖の総合的な保全の推進に反映しま

す。 
 
 ５．横断的施策の展開 
   計画を進めていくための法制度や財政措置などについては、まず、現在の枠組

みを最大限に活用することが求められます。同時に、琵琶湖の総合的な保全のた

めに、現行の枠組みを超えた横断的な取り組み、仕組みづくりが求められます。 
   今後は施策の計画・執行・評価のいずれの段階においても、横断的でさまざま

な協力体制が高い水準で要求されるので、部局横断的な作業部会の設置や、事業

推進母体の設置などについても検討します。 
 

 


